
別紙１ 点検結果一覧表(1/9)
（工事請負契約書第10条に基づく通知があった都度行う点検）

所属

役職

氏名

① ②

なお、共同企業体の場合にあっては、それぞれの技術者について点検を行うものとする。

○

建設業法第26条
第1項に基づく主
任技術者

建設業法第26条
第2項に基づく監
理技術者

(4) 請負人の監理技術者資
格者証の提示

建設業法第26条
第5項に基づく資
格者証

○

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

下表「不適（指導）」は

(1)

(2)

○

○(3) 請負人の技術者資格 主任技術者（建設
業法第26条第1
項上）の資格

請負人の技術者資格(3) 監理技術者（建設
業法第26条第2
項上）の資格）

役割 技術者の建設業法
上の役割について

○ 監理技術者 監理技術者主任技術者

建設業法第26条
第2項以外に基づ
く監理技術者

監理技術者資格者
証を有していない

適 適

携帯しており、所
属建設業者名と請
負人名が一致して
いる

携帯しており、所
属建設業者名と請
負人名が一致して
いないが、裏面に
変更要件が記載さ
れそこで一致して
いる

携帯していない
（不携帯で提示で
きない）

携帯しているが、
所属建設業者名と
請負人名が一致し
ていない

不適(指示→通知) 不適(指示→通知) 指示した内容

建設業法第15条
第2号ｲ(技術検定･
免許)に該当

建設業法第15条
第2号ﾛ(指導監督
的な実務経験)に
該当

建設業法第15条
第2号ﾊ(ｲ又はﾛと
同等と国土交通大
臣が認定)に該当

必要とする監理技
術者の資格(左記3
項目)を有しない

不適(通知)

適 適 適 不適(通知)

不適(通知)

適 適

建設業法第7条第
2号ｲ（指定学科
卒業後の実務経
験）に該当

建設業法第7条第
2号ﾛ(10年以上の
実務経験)に該当

建設業法第7条第
2号ﾊ（国家資
格・技能検定・実
務経験)に該当

必要とする主任技
術者の資格(左記3
項目)を有しない

適

技術者届に記載さ
れた者と同一人物
か
また、請負会社に
所属しているか

同一性の確認

同一人物であり、
請負会社に所属し
ていることが確認
できる

同一人物でない。
又は、
請負会社に所属し
ていることが確認
できない。

○○ 適

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

不適(契約違反)

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

点検結果 判断基準

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

点検項目

1-1.配置技術者に関する点検

下表「①」は 下請契約の請負代金の総額が4000万円未満（建築一式工事6000万円未満）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「①」に○を記載する）

下請契約の請負代金の総額が4000万円以上（建築一式工事6000万円以上）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項



別紙１ 点検結果一覧表(2/9)
（施工中月１回行う点検）

所属

役職

氏名

① ② 点検結果 判断基準

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

点 検 実 施 者

下請契約の請負代金の総額が4000万円未満（建築一式工事6000万円未満）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「①」に○を記載する）

下請契約の請負代金の総額が4000万円以上（建築一式工事6000万円以上）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

専任を要する工事
ではない。

常駐していること
が確認できる。

特別な理由により
不在である。

常駐していること
が確認できない。

指導した内容

適 不適(通知)

下表「①」は

下表「②」は

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

適 適請負人の技術者常駐状
況

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

監理技術者又は主
任技術者

適

特別な理由により
不在である。

常駐していること
が確認できない。

不適(指導)適○現場代理人

下表「不適（指導）」は

点検項目

1-1.配置技術者に関する点検

○

常駐していること
が確認できる。

現場代理人の常駐状況(6)

(5) ○○



別紙１ 点検結果一覧表(3/9)
（共通仕様書に規定する「施工体制台帳」提出の都度行う点検）

所属

役職

氏名

判断基準

工事関係者・公衆
の見易い場所にそ
れぞれ掲示されて
いる。また、台帳
と体系図が一致し
ている

工事関係者・公衆
の見易い場所に1
箇所で掲示されて
いる。また、台帳
と体系図が一致し
ている

工事関係者・公衆
の見易い場所にそ
れぞれ掲示されて
いるが、台帳と体
系図が一致してい
ない

適 適 不適(指導)

不適(指導) 不適(指示→通知) 指示又は指導した内容

指示又は指導した内容

現場事務所に台帳
が備え付けられて
いるが、契約書等
必要な添付資料・
記載すべき事項が
殆ど確認できない

下請負人又は再下
請負人が健康保険
等に加入していな
かった（作成特定
建設業者を通じて
指導）

作成特定建設業者
が健康保険等に加
入していなかった

不適(指示→通知)

工事関係者・公衆
ともに掲示されて
いない

工事関係者・公衆
の見易い場所に1
箇所で掲示されて
いるが、台帳と体
系図が一致してい
ない

不適(指示→通知)不適(指導)

(5) 軽微な工事の下請 下請契約金額が
500万円未満
（建築一式工事
1500万円未満）
の下請契約

下請の建設業許可の点
検

下請契約金額が
500万円以上
（建築一式工事
1500万円以上）
の下請の建設業許
可

(3)

(6) 明確な工事内容での下
請契約

(7) 適切な請負代金の支払
方法

下請契約書で請負
代金の全部又は一
部の前金払・出来
形部分に対する支
払条件

下請契約書で建設
業法第19条第1
項に定められた
14項目の記載

建設業許可票の掲示状
況

下請を含む許可票
が公衆の見易い場
所に掲示されてい
るか

(4)

適

公衆の見易い場所
に掲示されてい
る。また、台帳と
許可票が一致して
いる

公衆の見易い場所
に掲示されている
が、台帳と許可票
が一致していない

適 不適(通知)

掲示が確認できな
い

(2) 施工体系図の掲示状況 体系図が工事関係
者と公衆の見易い
場所に掲示されて
いるか

工事関係者・公衆
のいずれかしか掲
示されていない

適

現場事務所に台帳
が備え付けられて
おり、契約書等添
付資料に不備がな
く、記載すべき事
項も全て記載され
ている

現場事務所に台帳
が備え付けられて
いない

現場事務所に台帳
が備え付けられて
おり、契約書等添
付資料・記載すべ
き事項に一部不備
が見られるが概ね
あることが確認で
きる

指導した内容

適 不適(指導)

下請契約のすべて
において、請負代
金の支払方法が記
載され、その方法
が現金払いの割合
が労務費相当分と
なっており、手形
払いの場合その期
間が120日以内
となっていること
が確認できる

下請契約のすべて
又は一部におい
て、請負代金の支
払方法が記載され
ているが、その方
法が現金払いの割
合が労務費相当分
となっていない、
又は、手形120
日以内となってい
ない

下請契約のすべて
又は一部で、請負
代金の支払方法が
記載されていない

適 不適(指導) 不適(指導)

下請契約のすべて
において、契約書
等に記載しなけれ
ばならないすべて
の事項が明記され
ていることが確認
できる

下請契約のすべて
又は一部で、契約
書等に記載しなけ
ればならないすべ
ての事項が明記さ
れていることが確
認できない

指導した内容

下請業者の建設業
許可が適切である
ことが確認できる

下請業者の建設業
許可が適切でない

建設業許可を有し
ていない下請業者
との下請契約の合
計額が500万円
未満(建築一式工
事1500万円未
満)である

建設業許可を有し
ていない下請業者
との下請契約の合
計額が500万円
以上(建築一式工
事1500万円以
上)である

適 不適(通知)

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると
通知を必要とする不適事項

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項下表「不適（指導）」は

点 検 実 施 者

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

1-2.施工体制台帳等に関する点検

指示した内容不適(指導) 不適(指導)不適(指示→通知)台帳と下請契約書
等が一対となって
いるか等

不適(指示→通知)施工体制台帳の備え付
け状況

(1) 適

点検結果点検項目



別紙１ 点検結果一覧表(4/9)
（工事着手後１回行う点検）

所属

役職

氏名

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

下表「不適（指導）」は

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると
通知を必要とする不適事項

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

下表「不適（指導→通知）」は

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

下表「不適（通知）」は

指導した内容

指導した内容

当該工事現場の見
易い場所に労災保
険関係成立票の掲
示が確認できる

当該工事現場に労
災保険関係成立票
の掲示が確認でき
るが見難い

掲示が確認できな
い

適 不適(指導) 不適(指導)労災保険関係成立票の
掲示状況

労働者の見易い場
所に労災保険関係
成立票の掲示状況

点検項目

(8)

点検結果

1-2.施工体制台帳等に関する点検

判断基準

建退共加入者証が
下請業者に周知し
易い場所に掲示さ
れている

建退共加入者証の
掲示を必要としな
い

建退共加入者証の
掲示が確認できな
い

適 適 不適(指導)建設業退職金共済制度
の掲示状況

下請負人に周知し
やすい場所に建退
共の加入状況を示
す標識の設置

(9)



別紙１ 点検結果一覧表(5/9)
（受注・変更時に行う点検）

所属

役職

氏名

判断基準

(10) 工事実績データの登録
状況

工事実績データが
共通仕様書に基づ
き１０日以内に登
録申請

点検結果点検項目

契約後10日以内
に登録申請されて
いることが確認で
きる

契約後登録申請し
ていることは確認
できるが10日以
上要している

登録申請がされて
いない

1-2.施工体制台帳等に関する点検

下表「①」は

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

下表「不適（指導）」は

下請契約の請負代金の総額が4000万円未満（建築一式工事6000万円未満）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「①」に○を記載する）

下請契約の請負代金の総額が4000万円以上（建築一式工事6000万円以上）の工事（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると
通知を必要とする不適事項

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

指導した内容適 不適(指導) 不適(指導)

点 検 実 施 者

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日



別紙１ 点検結果一覧表(6/9)
（①落札率70%未満又は②点検項目1-2において不適の項目があった場合に施工中年１回行う点検）

所属

役職

氏名

① ②

工事関係資料又は
請負人の技術者へ
のヒアリングによ
り相互協力してい
ることが確認でき
る

相互協力を実施し
ていない

不適(指導)

適 不適(指導)

工事関係資料から
届出していること
が確認できる。ま
た、届出の内容を
配置技術者が把握
している

工事関係資料から
届出していること
が確認できるが、
届出の内容を配置
技術者が把握して
いない

適 適

工事関係資料から
監督員に事前及び
交渉内容報告が
あったことが確認
できる。また、交
渉内容を配置技術
者が把握している

地元関係者との交
渉を必要とする工
事ではない。

工事関係資料から
届出していないこ
とが明らかである

適 不適(指導)

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

不適(指導)

下表「①」は

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

落札率が70％未満の工事（※なお、下表②に該当する場合は「①」に○を記載する）

点検項目1-2（施工体制台帳等に関する点検）で不適となった項目があった工事。なお、△は点検項目1-3(11)に示す下請形態に該当した工事
（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

指導した内容

指導した内容

指導した内容

指導した内容

指導した内容

指導した内容

指導した内容

指導した内容

工事関係資料から
監督員に事前及び
交渉内容報告が
あったことが確認
できるが、交渉内
容を配置技術者が
把握していない

監督員に事前及び
交渉内容報告を
行っていない。又
は、交渉を実施し
ていない

不適(指導)

適 不適(指導)

設計図書の照査を
実施したことが工
事関係資料や請負
人の技術者へのﾋｱ
ﾘﾝｸﾞにより確認で
きる

設計図書の照査を
実施していない
又は　照査は行っ
ているが請負人自
ら実施していない

適 不適(指導)

請負人が作成して
いる又は特許があ
る工種、作業手順
について一部下請
の協力を得て作成
していることが施
工計画書及び請負
人の技術者へのﾋｱ
ﾘﾝｸﾞにより確認で
きる

不適(指導)

不適(指導)

着手時点で提出さ
れていない。又
は、請負人の作成
が確認できない。

不適(指導)

毎月、履行報告が
されている。ま
た、請負人の技術
者も履行状況を把
握していることが
確認できる

履行報告がされて
いない　又は　請
負人の技術者が履
行状況を把握して
いない

請負人が実施して
いることが確認で
きない

指導した内容

請負人が実施して
いることが確認で
きない

不適(指導)

下表「不適（指導）」は

下請負人からの出
来高報告書に基づ
き、請負人が出来
形を確認している
こと確認できる
又は請負人が下請
負人立会いの基、
出来形を測定し出
来高報告書を作成
していることが確
認できる

請負人が実施して
いることが確認で
きない

○

地元関係者との交渉等
に関する点検

適

設計図書の照査に関す
る点検

(7)-1 施工管理に関する点検
（品質の確保）

○

請負人が主体と
なって測定し、記
録・保管している
ことが確認できる

適

(7)-2 ○

適(6) 工程管理の実施状況に
関する点検

○ ○

○○

請負人が実施して
いることが確認で
きる

1-3.元請負業者の下請施工の関与等に関する点検

(3) 請負人相互の協力に関
する点検

○ ○

(1)

判断基準

○

点検結果点検項目

関係官公署及び関係会
社への手続きに関する
点検

○

○

(4) 施工計画書に関する点
検

○ ○

(2) ○

(5) ○ ○

下請負業者の完成検査
に関する点検

施工管理に関する点検
（検査・試験記録の保
管）

(8) ○ 適



別紙１ 点検結果一覧表(7/9)
（①落札率70%未満又は②点検項目1-2において不適の項目があった場合に施工中年１回行う点検）

所属

役職

氏名

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

下表「①」は

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

落札率が70％未満の工事（※なお、下表②に該当する場合は「①」に○を記載する）

点検項目1-2（施工体制台帳等に関する点検）で不適となった項目があった工事。なお、△は点検項目1-3(11)に示す下請形態に該当した工事
（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

下表「不適（指導）」は

① ②

指導した内容適 不適(指導)

請負人が新規入場
者教育を実施して
いることが確認で
きない

○

○

指導した内容

指導した内容

不適(指導)

適

安全巡視員を配置
していない　又は
配置されている場
合でも安全巡視を
行っていない

安全巡視を行って
いるが、安全日誌
等の記録を保存し
ていない

下請負業者が安全
巡視を行っている

不適(指導)

請負人が下請負業
者の安全衛生責任
者の従事状況を把
握している

請負人が下請おｲ
業者の安全衛生責
任者の従事状況を
把握していない

適 不適(指導)

適 不適(指導)

請負人が下請負業
者のKY活動の実
施状況を把握して
いることが確認で
きない

○

安全管理に関する点検
（下請の安全衛生責任
者の状況確認）

○

不適(指導)

不適(指導)

安全巡視員が配置
され、安全日誌等
により安全巡視を
実施していること
が確認できる

○ 適

適

請負人が災害防止
協議会を設置し、
下請負業者の安全
衛生責任者等が参
加した災害防止協
議会を開催してい
ることを工事関係
資料により確認で
きる

適

請負人が災害防止
協議会を設置し、
下請負業者の安全
衛生責任者等が参
加した災害防止協
議会を開催してい
ることを工事関係
資料により確認で
きない

不適(指導)

請負人が作業主任
者や技能有資格者
の従事状況を把握
している

請負人が作業主任
者や技能有資格者
の従事状況を把握
していない　又は
作業主任者や技能
者が資格を有して
いない

(9)-7 安全管理に関する点検
（新規入場者の教育状
況の確認）

○

安全管理に関する点検
（災害防止協議会の設
置と開催状況の確認）

(9)-6 安全管理に関する点検
（店社パトロールの状
況確認）

(9)-4 安全管理に関する点検
（作業主任者等の状況
確認）

○

(9)-2

点検項目

1-3.元請負業者の下請施工の関与等に関する点検

点検結果 判断基準

適 指導した内容

(9)-5

○

○

請負人が下請負人
のKY活動の実施
状況を把握してい
ることが工事関係
資料やﾋｱﾘﾝｸﾞによ
り確認できる

(9)-3

安全管理に関する点検
（安全巡視員の配置と
安全巡視の実施状況確
認）

○

○

(9)-1 安全管理に関する点検
（ＫＹ活動の確認）

○ ○

請負人が新規入場
者教育を実施して
いることが工事関
係資料から確認で
きる

不適(指導)

指導した内容

指導した内容

指導した内容

請負人が店社ﾊﾟﾄ
ﾛｰﾙを実施し、記
録が残っている

店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙとは別
な点検方法により
実施し、記録が
残っている

店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施
していることが確
認できない

○

○ 適 不適(指導)

ﾋｱﾘﾝｸﾞの結果、作
業内容を明確に説
明できる

ﾋｱﾘﾝｸﾞの結果、作
業内容を説明でき
ない

指導した内容

照合の結果適正で
あり、請負人の監
理技術者又は主任
技術者も把握して
いることがﾋｱﾘﾝｸﾞ
により確認できる

照合の結果不適正
である　又は　請
負人の監理技術者
又は主任技術者が
把握していない

(10)-1 施工調整・指導監督に
関する点検（施工体制
台帳の把握）

○

指導した内容

(10)-3 施工調整・指導監督に
関する点検（安全管理
に対する指導状況）

○

○ 適 不適(指導)

○ 適 不適(指導)

工事関係資料及び
監理技術者・主任
技術者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ
に結果、指導して
いることが確認で
きる

工事関係資料が存
在しない　又は
監理技術者・主任
技術者の答弁が曖
昧で確認できない

(10)-2 施工調整・指導監督に
関する点検（下請負の
主任技術者の資格）

○

指導した内容



別紙１ 点検結果一覧表(8/9)
（①落札率70%未満又は②点検項目1-2において不適の項目があった場合に施工中年１回行う点検）

所属

役職

氏名

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

下表「①」は

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

落札率が70％未満の工事（※なお、下表②に該当する場合は「①」に○を記載する）

点検項目1-2（施工体制台帳等に関する点検）で不適となった項目があった工事。なお、△は点検項目1-3(11)に示す下請形態に該当した工事
（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

下表「不適（指導）」は

① ②点検項目 点検結果 判断基準

1-3.元請負業者の下請施工の関与等に関する点検

下請負業者も含め
た工程会議を実施
していることが工
事関係資料により
確認できる

下請負業者も含め
た工程会議を実施
していることが工
事関係資料により
確認できない

指導した内容

作業手順書を作成
し、指導・監督し
ていることが工事
関係資料により確
認できる

作業手順書を作成
していることを確
認できない

(10)-4 施工調整・指導監督に
関する点検（工程会議
の開催状況）

○ ○ 適 不適(指導)

指導した内容

一次下請は専門工
種部分の施工管理
を実施している

一次下請が部分的
に請負人の補助ま
たは代行業務を実
施していると判定
できる

(10)-5 施工調整・指導監督に
関する点検（作業手順
書）

○

該当 対象外

○ 適 不適(指導)

(11) 一括下請（紛らわしい
下請負契約）に

特定の一次下請が
工事全体の大部分
を施工している

○

一次下請の業務が
不明確で介在が不
適切と判定できる

下請形態が左記に
該当しない

○ 適 該当

○ 該当 対象外

一次下請が直営施
工を実施している
が、本来、請負人
が行うべき「管理
業務」も実施して
いる

下請形態が左記に
該当しない

(11) 一括下請（紛らわしい
下請負契約）に

ケース１
主たる一次下請に
直営施工がない

○

特許を有する特殊
な工法等の施工で
ある

特許を有する特殊
な工法等の施工で
はなく、一次下請
人の主任技術者が
各々の工事で配置
されている

下請形態が左記に
該当しない

該当 対象外

特許を有する特殊
な工法等の施工で
はなく、一次下請
人の主任技術者が
同一技術者が兼ね
ている

○ 適 該当

対象外

(11) 一括下請（紛らわしい
下請負契約）に

工区割された近接
工事を同一一次下
請が施工している

○

下請形態が左記に
該当しない

(11) 一括下請（紛らわしい
下請負契約）に

下請負人に直営施
工がなく、再下請
が実質施工してい
る

○ ○ 適 該当

専門工種の管理指
導上の必要性が認
められる

専門工種の管理指
導上の必要性が認
められない



別紙１ 点検結果一覧表(9/9)
（①落札率70%未満又は②点検項目1-2において不適の項目があった場合に施工中年１回行う点検）

所属

役職

氏名

適正化法第11条に該当しないが指導し改善を促す不適事項

下表「①」は

下表「②」は

下表「不適（通知）」は

下表「不適（指導→通知）」は

支 社 名

事 務 所 名

工 事 担 当 課 等 名

工 事 名

速やかに改善できると判断でき、指導後再度点検を行い、それでもなお改善がされない場合に建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要と
する不適事項

点 検 実 施 回 数

点 検 実 施 日

点 検 実 施 者

建設業許可部局に対し適正化法第11条に該当すると疑うに足りると通知を必要とする不適事項

落札率が70％未満の工事（※なお、下表②に該当する場合は「①」に○を記載する）

点検項目1-2（施工体制台帳等に関する点検）で不適となった項目があった工事。なお、△は点検項目1-3(11)に示す下請形態に該当した工事
（※なお、下表①に該当する場合は「②」に○を記載する）

下表「不適（指導）」は

① ②

1-3.元請負業者の下請施工の関与等に関する点検

点検項目 点検結果 判断基準

△ 適 適(12) 下請の主任技術者の同
一性の確認

○ 不適(指導) 不適(指導)

(13) 下請の主任技術者の資
格

※常駐の定義は
(6/6)に示す。

○

指導した内容

施工体制台帳に記
載された技術者と
同一人物である

請負人(元請)の監
理技術者又は主任
技術者が承知して
いる不在である

施工体制台帳に記
載された技術者と
同一人物でない

請負人(元請)の監
理技術者又は主任
技術者が承知して
いない不在である

△ 適 適

建設業法第7条第
2号ｲ（指定学科
卒業後の実務経
験）に該当

建設業法第7条第
2号ﾛ(10年以上の
実務経験)に該当

建設業法第7条第
2号ﾊ（国家資
格・技能検定・実
務経験)に該当

必要とする主任技
術者の資格(左記3
項目)を有しない

適 不適(通知)

△ 適 適(14) 下請の主任技術者の常
駐状況

○ 不適(通知) 不適(指導) 指導した内容

常駐している 請負人(元請)の監
理技術者又は主任
技術者が承知して
いる不在である

常駐していない
(理由なく常駐し
ていない）

請負人(元請)の監
理技術者又は主任
技術者が承知して
いない不在である

△ 適 不適(通知)

請負人(元請)が自
己の取引上の地位
を不当に利用して
いない(対等であ
る)

請負人(元請)が自
己の取引上の地位
を不当に利用した

△ 適 不適(通知)(15)-1 下請の主任技術者への
ヒアリング（不当に低
い請負代金の禁止に関
する点検）

契約金額の実態 ○

(15)-1 下請の主任技術者への
ヒアリング（不当に低
い請負代金の禁止に関
する点検）

契約締結の実態 ○

(15)-2 下請の主任技術者への
ヒアリング（不当な使
用資材等の購入強制の
禁止に関する点検）

購入資材等の実態 ○

下請負代金の額が
通常必要と認めら
れる原価を満たし
ていることが、契
約書及びﾋｱﾘﾝｸﾞに
より確認できる

下請負代金の額が
通常必要と認めら
れる原価を満たな
いことが、契約書
及びﾋｱﾘﾝｸﾞにより
確認できる

△ 適 不適(通知)

請負人(元請)から
工事に使用する資
材又は機械器具を
指定されることは
なかった(下請で
の購入である)

請負人(元請)から
工事に使用する資
材又は機械器具を
指定されたことが
ﾋｱﾘﾝｸﾞにより確認
できる

△ 適 不適(通知)

(15)-3 下請の主任技術者への
ヒアリング（契約書に
基づいて請負代金の支
払実態に関する点検）

支払の実態 ○

請負人(元請)から
工事に使用する資
材又は機械器具の
購入先を指定され
ることはなかった

請負人(元請)から
工事に使用する資
材又は機械器具の
購入先を指定され
たことがﾋｱﾘﾝｸﾞに
より確認できる

(15)-2 下請の主任技術者への
ヒアリング（不当な使
用資材等の購入強制の
禁止に関する点検）

購入先の実態 ○

△ 適 不適(通知)

下請契約書に基づ
いた支払が行われ
ている

下請契約書に基づ
いた支払が行われ
ていない(支払を
受けていない)


